
（情制シ）では、昨年来、重大な製品事故が
相次ぎ、０４年度の品質重点管理事業部に指定
されました。職場では、「今までモノ作りを外
に丸投げしてきたつけ」「早期退職の影響がで
てきた感じ」「モノ作りのコスト軽量化のし過
ぎ」「基本の遵守と、最短の工程・最少の人員
は矛盾」「外注への発注費の削り過ぎも」「こ
のままでは、モノ作りは、あと何年ももたない」
など、心配を含めていろいろな声があがってい
ます。これから、品質改善の施策が実施される
ようですが、「絶対的に人が足りない」「事故
対応ばっかりで、本来の仕事ができない」「モ
ノ作りを覚えるには時間が必要」といった声に
も応え、抜本的な対策をしない限り事故は繰り
返されます。（大みか）

４
月
30
日
に
、
千
葉
県

の
日
立
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ズ

（
旧
茂
原
工
場
）
で
、
朝

出
勤
し
て
く
る
労
働
者
に

日
立
懇
ビ
ラ
を
配
布
し
、

ハ
ン
ド
マ
イ
ク
で
も
訴
え

を
行
な
い
ま
し
た
。
日
立

デ
ィ
ス
プ
レ
イ
ズ
は
日
立

関
連
の
中
で
も
新
処
遇
制

度
の
内
容
が
最
も
悪
く
、

多
く
の
人
が
降
格
・
賃
下

げ
さ
れ
て
い
る
実
態
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
の
闘

い
を
記
事
に
し
た
ビ
ラ
配

布
は
、
職
場
で
の
闘
い
を

支
援
す
る
行
動
と
な
り
ま

し
た
。
技
能
職
１
級
か
ら

専
任
職
３
級
に
格
下
げ
さ

れ
た
Ｍ
さ
ん
は
、
納
得
で

き
な
い
と
抗
議
し
、
と
り

あ
え
ず
２
級
に
改
善
さ
せ

ま
し
た
。

＜発行＞
２００４年６月
第１１８号

日立関連労働者懇談会
〒108-0073 東京都港区三田3-2-20

（電機労働者懇談会気付）
TEL(03)3455-6006 FAX(03)3451-3595

日 立 懇
★もよりの連絡先
茨 城 029-273-2785 (舞良)
茨 城 0294-32-1048 (馬場)
東 京 042-394-0937 (谷口)
神奈川 0465-48-5327 (中村)
静 岡 0543-65-0433 (多田)
愛 知 0561-54-6222 (成木)
大 阪 06-6939-2905 ( 森 )

★ビラや情報をホームページで見られます。
ﾊﾟｿｺﾝ http://www.hitachikon.net
ｹｰﾀｲ http://www.hitachikon.net/i

★仕事、生活などの相談も受け付けます。
Eﾒｰﾙ info@hitachikon.net
TEL(携帯) 090-3534-8626(谷口)

ハロー！
日立懇
です

アー せめて あと一人 二人 いればナアー

最
近
、
日
立
の
関
連
を
含
め
た
職
場
で
、
労
働
災
害
や
製
品
事

故
が
あ
い
つ
い
で
い
ま
す
。
労
働
災
害
で
は
、
派
遣
で
雇
用
さ
れ

て
い
る
青
年
労
働
者
が
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
の
が
目
立
ち
ま
す
。

製
品
事
故
で
は
、
短
期
間
に
労
働
者
が
変
わ
っ
て
し
ま
い
、
物
づ

く
り
の
技
術
が
伝
承
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

処 遇制 度 で宣 伝

いま職場は人手不足と、不十分な安全・技術教育

最
近
の
求
人
の
実
態
を
見

ま
す
と
、
昨
年
12
月
の
厚
労

省
の
調
査
で
は
、
求
人
全
体

の
う
ち
派
遣
が
５
％
、
請
負

が
28
％
も
あ
る
。
横
浜
職
安

の
調
査
で
は
、
製
造
業
の
求

人
の
６
割
以
上
が
請
負
で
あ

り
ま
す
。

請
負
と
い
う
の
は
、
メ
ー

カ
ー
な
ど
の
製
造
ラ
イ
ン
や

営
業
を
一
括
し
て
労
働
者
を

送
り
込
む
わ
け
で
す
。
日
本

の
大
手
の
電
機
や
自
動
車
な

ど
の
工
場
は
今
や
多
く
が
業

務
請
負
。
請
負
業
界
は
急
成

長
し
て
い
て
、
規
模
は
一
万

社
、
百
万
人
と
言
わ
れ
て
い

る
。私
は
、
４
年
間
で
８
カ
所

の
職
場
を
転
々
と
し
た
と
い

う
話
を
若
者
か
ら
聞
き
ま
し

た
。
青
森
で
働
い
て
い
た
の

を
、
明
日
か
ら
佐
賀
へ
行
っ

て
く
れ
と
言
わ
れ
た
と
い
う

話
も
聞
き
ま
し
た
。

こ
の
業
務
請
負
と
い
う
の

は
ど
こ
も
監
督
官
庁
が
な
い
、

法
律
も
な
い
ん
で
す
。
こ
れ

が
今
の
実
態
な
ん
で
す
。

労
働
条
件
の
過
酷
さ
か
ら

過
労
死
事
件
ま
で
起
き
て
い

る
、
職
業
能
力
を
高
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
こ
ん
な
こ

と
し
て
い
た
ら
本
当
に
日
本

の
経
済
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス

に
な
る
、
日
本
の
社
会
の
基

盤
を
本
当
に
揺
る
が
す
こ
と

だ
。
04
年
３
月
11
日(

木)

「
し
ん

ぶ
ん
赤
旗
」
よ
り
抜
粋

あ い つ ぐ 製 品 事 故

百
万
人
の
業
務
請
負

茂原

日本共産党の小池議員
参院予算委員会での質問から

去
る
５
月
７
日
、
機
械
旋
盤
作

業
中
、
伸
び
た
切
粉
を
処
理
す
る

時
、
親
指
を
切
創
す
る
労
働
災
害

が
発
生
し
ま
し
た
。

作
業
者
は
派
遣
社
員
で
、
旋
盤

作
業
の
経
験
は
な
く
、
仕
事
を
始

め
て
５
ヶ
月
余
り
で
す
。

（
旧
）
勝
田
工
場
は
、
４
月
１

日
よ
り
日
立
協
和
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ

ン
グ
（
株
）
に
業
務
移
管
さ
れ
、

20
代
の
派
遣
社
員
が
職
場
に
入
っ

て
き
て
い
ま
す
。

以
前
は
、
一
人
前
に
な
る
ま
で

指
導
員
が
つ
い
て[

安
全]

・[

技
術]

を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
今
は
、

そ
ん
な
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

手
不
足
の
な
か
で
、
生
産
・
納
期

に
追
わ
れ
る
日
々
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
ア
ー

せ
め
て

あ
と
一
人

二

人

い
れ
ば
ナ
ア
ー
・
・
・
」
と

の
声
が
き
こ
え
て
き
ま
す
。

ま
わ
り
の
職
場
の
人
も
大
変
で

す
が
、
特
に
仕
事
に
不
慣
れ
な
派

遣
社
員
は
、
つ
ら
く
な
っ
て
、
職

場
を
去
っ
て
行
く
人
が
増
え
て
き

て
い
ま
す
。

(

旧
）
勝
田
工
場

派
遣
社
員
の
労
働
災
害
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残業規制 上限なし
1日2時間まで
年60日間

年130時間

有給休暇 20日
失業保険 １２ヵ月 ３２ヵ月 ４２ヵ月
パート賃金 正社員の半分

｢サービス残業」「過労死」「単身赴任」はヨーロッパにはありません

ヨーロッパ諸国に比べ、日本では残業規制でも有給休暇でも、
労働者が人間らしく働くルールがあまりにもなさすぎます。

５～６週間

正社員と同一がルール

こんなにちがう働くルール

ご存知ですか

４
月
か
ら

「
Ｈ
Ｉ
ワ
ー
ク
」

が
実
施
さ
れ
、

パ
ソ
コ
ン
の
稼

働
時
間
で
「
健

康
管
理
時
間
」

を
自
動
で
計
算

し
て
い
ま
す
。

導
入
さ
れ
た
職

場
で
は
・
・

初
の
一
ヶ

月
で
健
康

管
理
時
間

八
０
時
間

オ
ー
バ
ー

勤
労
か
ら
異
例

の
通
達
メ
ー
ル
で

対
象
者
に
送
ら
れ

ま
し
た
。
「
健
康

管
理
時
間
を
オ
ー

バ
ー
し
た
場
合
の

翌
月
か
ら
の
再
申

請
の
方
法
を
知
ら

せ
る
」
た
め
の
も

の
で
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
通

達
が
早
く
も
出
る
の
か
と
職
場
で

話
題
と
な
り
な
ま
し
た
が
、
新
機

種
開
発
で
多
忙
な
あ
る
職
場
で
は
、

４
月
だ
け
で
一
六
〇
時
間
を
オ
ー

バ
ー
し
た
人
が
い
る
な
ど
、
多
く

の
人
が
健
康
間
時
間
上
限
を
超
え

て
い
る
よ
う
で
す
。
（
情
機
器
）

裁
量
な
ん
か
で
仕
事
で

き
る
状
況
で
は
な
い

「
と
て
も
自
分
の
裁
量
で
仕
事

が
で
き
る
状
況
で
は
な
い
。
人
が

い
な
く
て
、
グ
ル
ー
プ
全
体
で
仕

事
を
割
り
振
っ
て
何
と
か
乗
り
切
っ

て
い
る
」
「
50
時
間
や
60
時
間
な

ん
て
あ
っ
と
い
う
間
」
一
方
、

「
パ
ソ
コ
ン
で
時
間
管
理
す
る
よ

う
に
な
っ
て
、
い
か
に
残
業
し
て

い
る
か
分
か
っ
た
」
と
い
う
声
。

（
情
制
シ
）

「
Ｈ
Ｉ
ワ
ー
ク
適
用
者
は
、
本

人
が
業
務
を
遂
行
し
成
果
を
あ
げ

る
上
で
必
要
な
時
間
配
分
を
自
己

責
任
の
下
、
主
体
的
に
判
断
す
る
」

（
会
社
説
明
）
と
は
名
ば
か
り
で
、

実
労
働
時
間
管
理
の
放
棄
の
下
で

時
間
感
覚
が
麻
痺
し
、
ノ
ル
マ
達

成
の
た
め
に
い
っ
そ
う
の
長
時
間

労
働
が
職
場
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

★年齢制限なしの家族

手当になりました

新処遇制度では、家

族手当の子女の年齢制限が撤

廃となりました。大学生や専門生などの

子女も手当の対象となります。配偶者を

含め４人目まで扶養親族１人につき月額

１万１千円の家族手当となりました。

★ＨＩワークでも残業手当がでます

法定休日（日曜）勤務、深夜勤務

については、ＨＩワーク手当とは別に

残業手当が支給されます。（ただし、下命に

よるか、あらかじめ勤休管理者の許可が必要

です。）手当の支給のためには、日々の勤休

登録時に実労働時間を直接入力することになっ

ています。

立
ち
作
業
で

〃
足
が
パ
ン
パ
ン
に
〃

「
定
時
ご
ろ
に
は
足
が
パ
ン
パ

ン
に
な
っ
て
し
ま
う
」
「
作
業
場

所
が
狭
く
て
、
人
が
後
ろ
を
通
る

と
す
ご
く
緊
張
す
る
」
な
ど
、
働

く
人
の
声
を
聞
か
ず
一
方
的
に
導

入
さ
れ
た
「
立
ち
作
業
」
が
作
業

者
の
健
康
を
蝕
ん
で
い
ま
す
。
さ

な
が
ら
女
工
哀
史
の
時
代
に
逆
行

し
て
い
る
こ
と
に
「
人
間
ら
し
く

働
き
た
い
！
」
と
切
実
な
声
。

（
神
奈
川
・
Ｅ
Ｓ
Ｄ
）

数
万
円
も
の

〃
賃
下
げ
は
お
か
し
い
〃

新
処
遇
制
度
に
よ
る
個
別
面
談

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
評
価
の
基

準
や
内
容
は
も
っ
と
も
ら
し
く
見

え
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
仕

事
を
し
て
い
る
の
に
、
数
万
円
も

の
賃
下
げ
で
調
整
給
扱
い
と
な
る

こ
と
は
ど
う
考
え
て
も
お
か
し
い
。

し
か
も
、
３
年
後
は
調
整
給
の
明

確
な
保
障
が
な
い
。
上
司
に
は
面

談
の
場
で
「
苦
情
処
理
制
度
に
申

し
入
れ
る
」
こ
と
を
伝
え
た
。

（
日
立
空
調
シ
ス
テ
ム
）

非
正
規
労
働
者
が

〃
社
員
の
一
・
五
倍
も
〃

社
員
の
１
・
５
倍
も
の
人
が
外

部
か
ら
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
派

遣
か
請
負
か
分
か
ら
な
い
が
、
多

く
の
会
社
名
が
出
勤
簿
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
来
た
そ
の
日
か
ら
で

も
で
き
る
ネ
ジ
止
め
や
ハ
ン
ダ
付

け
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
毎

日
人
が
増
え
て
お
り
、
し
か
も
長

時
間
残
業
で
モ
ラ
ル
が
低
下
し
て

職
場
の
雰
囲
気
が
悪
く
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
（
日
立
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
）

評
価
者
の

〃
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
は
〃

成
果
主
義
賃
金
制
度
の
評
価
面

談
で
感
じ
た
こ
と
は
、
評
価
は
相

対
評
価
の
傾
向
が
強
く
、
昇
格
さ

せ
た
い
人
、
そ
の
ま
ま
の
人
、
降

格
さ
せ
た
い
人
、
と
、
あ
ら
か
じ

め
決
ま
っ
て
い
て
、
評
価
面
談
の

時
に
、
い
か
に
そ
の
処
遇
に
当
て

は
め
る
か
が
評
価
者
の
手
腕
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
上
長
の
成

果
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

し
た
。

（
日
立
Ｇ
Ｓ
Ｔ
「
ひ
ろ
ば
」
よ
り
）

退
職
金
制
度
の
な
い

会
社
へ
〃
転
属
は
無
念
〃

10
月
の
オ
ム
ロ
ン
と
の
新
会
社

発
足
の
前
段
と
し
て
、
日
立
Ａ
Ｅ

の
吸
収
が
６
月
に
行
わ
れ
ま
す
。

全
員
が
親
会
社
に
吸
収
さ
れ
れ
ば

皆
大
喜
び
な
の
で
す
が
、
一
部
の

業
務
に
つ
い
て
は
日
立
Ｉ
Ｅ
と
中

部
ハ
イ
テ
ク
サ
ー
ビ
ス
に
移
さ
れ

ま
す
。
中
部
ハ
イ
テ
ク
サ
ー
ビ
ス

に
移
さ
れ
る
人
は
悲
惨
で
す
。

30
代
で
７
割
賃
金
、
退
職
金
制

度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
移
さ
れ
る
人

た
ち
は
、
組
合
の
説
明
会
で
も
不

満
が
噴
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
組

合
は
「
行
か
な
い
の
な
ら
他
の
会

社
を
自
分
で
探
し
て
も
ら
う
し
か

な
い
！
」
と
つ
れ
な
い
対
応
。
無

念
だ
が
「
転
属
に
踏
み
切
る
し
か

な
い
・
・
・
」
と
対
象
者
は
言
い

ま
す
。
（
旭
・
情
機
器
）

増
益
な
ら
賃
金

〃
カ
ッ
ト
分
の
返
還
を
〃

日
立
工
機
で
は
、
夏
の
一
時
金

で
年
間
４
・
５
ヶ
月
に
プ
ラ
ス
し

て
「
業
績
に
よ
る
成
果
反
映
分
」

と
し
て
平
均
６
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
前
年
末
よ
り
プ
ラ
ス
10
万

円
前
後
の
増
額
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
昨
年
10
月
か
ら
の
賃
金
６
％

カ
ッ
ト
は
継
続
さ
れ
た
ま
ま
で
、

「
こ
れ
ま
で
の
残
業
代
も
含
め
た

カ
ッ
ト
分
の
半
額
に
も
な
ら
な
い
」

「
増
益
な
ら
、
何
よ
り
も
賃
金
カ
ッ

ト
を
中
止
し
て
返
還
さ
せ
る
べ
き

だ
」
な
ど
、
一
時
金
の
増
額
に
も

不
満
の
声
が
で
て
い
ま
す
。

（
日
立
工
機
）

ﾋャｯﾎｰ

こんな
会社じゃ
人も入って
こないと
思うけど
・・・

ざんぎょう


